
  

 

 

  
◎
ご
自
宅
か
ら
の
電
子
申
告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い 

申
告
書
の
作
成
は
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。 

ス
マ
ホ
申
告
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た
ス
マ
ホ
）
又
は
税
務
署
で
事
前
に
発

行
し
た
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
が
必
要
で
す
。 

 
 
 

 

    

◎
確
定
申
告
に
関
す
る
ご
相
談
に
は
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
を 

ご
利
用
く
だ
さ
い 

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
と
は
Ａ
Ｉ
が
自
動
で
回
答
す
る
ウ
ェ

ブ
サ
ー
ビ
ス
で
す
。 

（
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時
間
を
除
き
、 

２
４
時
間
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。） 

 

◎
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
納
期
限 

（
３
月
15
日
（
金
）） 

◎
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
期
限 

（
４
月
１
日
（
月
）） 

国
税
の
納
付
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
が
便
利
で
す
。 

 
 

 
 

◎
確
定
申
告
会
場
の
開
設
に
つ
い
て 

■ 

開
設
期
間 

２
月
16
日
（
金
）
か
ら
3
月
15
日
（
金
） 

■ 

開
設
時
間 

午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で 

※ 

相
談
の
受
付
時
間
は
、
午
後
4
時
ま
で 

 
 

 
 

※ 

会
場
内
の
混
雑
緩
和
の
た
め
、
会
場
へ
の
入
場
に
は
、 

「
入
場
整
理
券
」
が
必
要
で
す
。
入
場
整
理
券
の
入
手
方 

法
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

※ 

会
場
で
は
、
ご
自
身
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
「
マ
イ
ナ 

ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
を
利
用
し
た
申
告
書
の
作
成
・
送
信
を 

推
進
し
て
い
ま
す
の
で
、「
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
」 

の
暗
証
番
号
（
数
字
４
桁
）
及
び
「
署
名
用
電
子
証
明
書
」 

の
暗
証
番
号
（
英
数
字
６
桁
～
16
桁
）
を
事
前
に
ご
確
認 

く
だ
さ
い
。 

■ 

場
所 

西
脇
税
務
署 

１
階 

 
◎
贈
与
税
及
び
譲
渡
（
土
地
等
）・
山
林
所
得
の
申
告 

相
談
日
に
つ
い
て 

贈
与
税
及
び
譲
渡
（
土
地
等
）・
山
林
所
得
の
申
告 

相
談
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
と
お
り
相
談
日
を
指 

定
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

 
 

 
      

◎
消
費
税
の
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
に
つ
い
て 

 
 

 

消
費
税
の
免
税
事
業
者
で
あ
っ
た
方
が
令
和
５
年 

10
月
１
日
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
の
発
行
事
業
者
と
な
っ 

た
場
合
は
、
登
録
日
以
降
の
売
上
げ
等
に
つ
い
て
、 

消
費
税
の
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 《
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
提
出
期
限
》 

 
 

 

令
和
６
年
４
月
１
日
（
月
） 

 

 

西

脇

税

務

署

か

ら

の

お

知

ら

せ

〈
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
〉 

 

「
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
の
操
作
方
法
な
ど
に
関
す
る
ご
質
問
を

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

℡
０
５
７
０ 

-
 

０
１ 

- 

５
９
０
１

◎ 公益社団法人 西脇納税協会が開設する相談会場  
開 設 日 会  場 開 設 時 間 

2 月６日（火） 
茜が丘複合施設「Miraie（みらいえ）」 

（西脇市野村町茜が丘 16 番地の１） 午前 10 時 ～ 12 時 

 

午後 1 時 ～ 4 時 

（混雑状況により早めに終了

する場合があります。） 

2 月９日（金） 
ベルディーホール 

（多可町中区中村町 135） 

2 月 13 日（火） 
黒田庄地区会館「黒っ子プラザ」 

（西脇市黒田庄町前坂 2140）  
※ 会場は、西脇納税協会が、近畿税理士会西脇支部の協力により開設しています。 

※ 相談内容によっては、お受けできない場合があります。 

（土地・建物の譲渡所得、贈与税、相続税など） 

※ お持ちの方は、マイナンバーカード又は税務署などで交付を受けた「ＩＤ・パス

ワード方式の届出完了通知書」をご用意ください。 

◎ 公益社団法人 西脇納税協会が開設する相談会場  
開 設 日 会  場 開 設 時 間 

2 月６日（火） 
茜が丘複合施設「Miraie（みらいえ）」 

（西脇市野村町茜が丘 16 番地の１） 午前 10 時 ～ 12 時 

 

午後 1 時 ～ 4 時 

（混雑状況により早めに終了

する場合があります。） 

2 月９日（金） 
ベルディーホール 

（多可町中区中村町 135） 

2 月 13 日（火） 
黒田庄地区会館「黒っ子プラザ」 

（西脇市黒田庄町前坂 2140）  
※ 会場は、西脇納税協会が、近畿税理士会西脇支部の協力により開設しています。 

※ 相談内容によっては、お受けできない場合があります。 

（土地・建物の譲渡所得、贈与税、相続税など） 

※ お持ちの方は、マイナンバーカード又は税務署などで交付を受けた「ＩＤ・パス

ワード方式の届出完了通知書」をご用意ください。 

◎
西
脇
税
務
署
（
℡
０
７
９
５ 

-
 

２
２ -

 

３
１
７
１
） 

【令和６年】 

月 火 水 木 金 

    2/16 

19 20 21 22 23 
(祝日) 

26 27 28 29 3/1 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

 ※ カレンダーに「○」がついて
いる日が相談日となります。 


